
長崎県における
気候変動適応について

（令和元年度 気候変動適応研修）
令和元年８月２９日（木） 1



長崎県の位置

●九州の西北部に位置し、多くの離島を有している
●海岸線の長さは北海道につぎ全国第２位



2018年7月
世界遺産登録



長崎県の主な産業

○農業、水産業、製造業、観光業

＜水産業＞
・長崎県には多くの島や入江、対馬暖流など恵まれた漁業
環境があり、水産業が盛ん

・長崎県は漁獲量全国第２位！
・生産量が全国第１位を誇る魚種・・・アジ類、イワシ類、ブリ類、
養殖クロマグロなど

※数値は平成30年農林水産省漁業・養殖業生産統計



本日の内容

① 地域気候変動適応計画（以下､「地域計画」）

の概要及び特徴

② 地域計画の策定に係る経緯

③ 地域計画策定に当たっての体制、他部局との

連携・調整

④ 策定に当たって苦労した点

⑤ 今後の予定・課題
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①地域計画の概要及び特徴
（概要）

・平成29年11月公表、平成31年３月気候変動適応法に基づく
地域計画に位置づけ

・７分野※ １０２施策

※「農業、森林・林業、水産業」「水環境・水資源」「自然生態系」「自然災害・沿岸域」

「健康」「産業・経済活動」「国民生活・都市生活」

（特徴）

・将来の気候変化（予測結果）を考慮

・国の適応計画（気候変動の影響への適応計画：H27.11月）
をベースに本県の状況を踏まえ、関連施策を抽出

・各部局の中長期計画に基づき、進捗管理等を実施
6



長崎県地球温暖化（気候変動）適応策（概要）
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長崎県地球温暖化（気候変動）適応策（概要）
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②地域計画の策定に係る経緯（その１）

平成25年度 県実行計画（区域施策編）に

本県が取り組む適応策を規定

平成26年度 業務委託
（地球温暖化影響分析及び適応策検討業務）

平成27～28年度 環境省支援事業
（地方公共団体における気候変動影響評価・
適応計画策定等支援事業）

平成29年度 結果取りまとめ、公表

平成30年度 法に基づく地域計画として位置付け
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②地域計画の策定に係る経緯（その２）

平成25年度（平成25年４月策定）

長崎県地球温暖化対策実行計画

（以下「県実行計画」）に

「気候変動がもたらす影響と適応策」として、

本県が取り組む適応策を規定

・関連部局による施策を推進

・対象分野：５分野※

※「水資源・水環境」「防災」「自然生態系」「食料」「健康」
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長崎県地球温暖化対策実行計画での適応策
（平成25年４月策定）
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②地域計画の策定に係る経緯（その３）

平成25年度（2014年２月）

九州・沖縄地方の地球温暖化影響・適応策

検討会（2009年～）の報告会が長崎県で開催

されたことを機に、具体的な適応計画の策定

に向けた検討を開始

→ 暗中模索する中で、S-8研究（※）

2014年報告書から適応計画の検討方法

に関するヒントを得た。
※環境省環境研究総合推進費 戦略研究開発領域

S-8 温暖化影響評価・適応政策に関する総合的研究
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S-8 地球温暖化「日本への影響」
－新たなシナリオに基づく総合的影響予測と適応策－平成26年３月

自治体における適応策の実践に向けて
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S-8 地球温暖化「日本への影響」
－新たなシナリオに基づく総合的影響予測と適応策－平成26年３月

【適応策の検討手順】

気候変動の影響分野（農業、水資
源、水災害、森林・生態系、健康）
ごとに、

①既存統計等を用いた気候変動の現
在及び短期的リスクの整理

②「簡易推計ツール」を用いた気候
変動の中長期的リスクの整理

③既存の適応策の実施状況の整理

④①～③の資料をもとにした「追加
的適応策」の抽出
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②地域計画の策定に係る経緯（その４）

平成26年度（業務委託）

「長崎県における地球温暖化影響分析及び適応策検討業務」

・S-8研究成果（簡易計測ツール）の活用

・九州・山口県の地球温暖化予測情報（平成26年10月、
福岡管区気象台）も引用

・複数のシナリオに基づく将来予測（21世紀半ば、21世紀末）

・基幹産業である水産業への影響予測は、自ら文献等を
収集（西海区水産研究所等からの提供含む）

・将来の気候変化（予測結果）を基に、分野※別適応策の
検討（既存適応策で対応可能か、追加的適応策が必要か、
など）
※５分野：「水資源・水環境」「防災」「自然生態系」「食料」「健康」
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分野
1981～2000年

20世紀末
2031～2050年

21世紀半ば
2081～2100年

21世紀末
共通 RCP2.6 RCP8.5 RCP2.6 RCP8.5

年平均気温変化（℃） - 1.7 2.1 1.8 4.5

年平均気温（℃） 15.5 17.2 17.6 17.3 19.9

年降水量変化（変化率） - 1.11 1.15 1.18 1.20

年降水量（mm/年） 1,998 2,214 2,302 2,335 2,397
16

・気温及び降水量の変化は、水資源、沿岸・防災、森林生態系、
農業、健康の各分野において様々な影響を及ぼす。

・RCP2.6による21世紀末の予測結果では、年平均気温が1.8℃上昇し、
年降水量が1.18倍に増加。

・RCP8.5による21世紀末の予測結果では、年平均気温が4.5℃上昇し、
年降水量が1.20倍に増加。

対象とした放射強制力シナリオと長崎県平均の値（気候モデル：MIROC5）

長崎県の気温・降水量の将来変化



RCP2.6

21世紀末

12
 適応研究プロジェクトチーム 2014年報告書

21世紀末21世紀半ば

RCP2.6

18
資料：S‐8 温暖化影響・適応研究プロジェクトチーム 2014年報告書

 適応研究プロジェクトチーム 2014年報告書

21世紀末

RCP2.6

11

熱ストレス超過死亡者数の変化（適応策なし）
（ 21世紀半ば／20世紀末と21世紀末／20世紀末の比較）

●21世紀末には、熱ストレス超過による死亡者数が増加する
RCP8.5では 6.3倍に増加
RCP2.6では 1.9倍に増加

20
資料：S‐8 温暖化影響・適応研究プロジェクトチーム 2014年報告書
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分野 適応策の評価（適応策の対応可能性・必要性）

水環境・水資源
○「水道用水の安定的な水源確保」：モニタリング継続、既存適応策（新たな水源確保、雨水・再生水利用の推進等）の強化が必要。
○「公共用水域の水質」：顕在化した水質悪化はないが、大村湾の貧酸素対策等の既存策のほか、適応策を準備しておくことが必要。

防災
○「河川災害、土砂災害、浸水被害等」：順応型管理の検討が必要。
○「海面上昇による浸水、砂浜の喪失等」、「台風強大化に伴う高潮の
増大による浸水被害等」：海面水位や台風のモニタリング推進のほか、将来に向けた対策の検討が必要。

自然生態系

○「ブナ群落の衰退」：モニタリングに基づく追加的適応策（競争種排除や植栽など積極的管理）の検討が必要。ブナ林以外の植生
についてもモニタリングや適応策の検討が必要。

○「アサリ等水産資源への食害」：モニタリング継続、既存適応策（ナルトビエイ駆除）の強化が必要。
○「漁場や漁獲時期等の変化」：モニタリング継続、適応策の検討が必要。
○「磯焼けの進行（藻場の減少）」：モニタリング継続、既存適応策（藻類の増養殖技術の開発・普及・指導・効果把握等）の強化
が必要。

食料

①農作物全般・水稲
○「収量や品質の低下、生産コスト（薬剤費・生産資材費等）の増加」：モニタリング継続、既存適応策（栽培技術の研究・普及や
設備導入の促進、高温耐性品種の開発・普及等）の強化が必要。

②野菜
○「秋作用種いもの腐敗や出芽不良の発生増加」：モニタリング継続、既存適応策（高温耐性品種の開発・普及等）の強化が必要。
○「生育不良の増加、生産性の低下」：顕在化した影響はないが、モニタリングのほか、適応策の検討が必要。

③果樹
○「生育障害や品質低下の発生増加」、「なしのみつ症等果肉軟化の発生増加」：モニタリング継続、既存適応策（栽培手法の工夫、

高温耐性品種の普及等）の強化が必要。

④畜産・飼料作物
○「家畜のストレスによる生産性（肉量、肉質、乳量、乳成分、産卵率等）の低下」：モニタリングのほか、既存適応策（暑熱
ストレス軽減につながる技術の普及）の強化が必要。

⑤病害虫
○「病害虫による悪影響の早期化・長期化」、「新たな害虫の侵入定着による被害拡大」：顕在化した影響はないが、モニタリング

継続、必要に応じて適応策の検討が必要。

健康

①熱中症
○「救急搬送人員数の増加」：死亡リスクが高まるため、高齢者等の社会的弱者を対象とした啓発など、既存適応策（マスコミや
県広報媒体を活用した注意喚起）の強化が必要。

②感染症 ○「感染症発生の増加及び拡大」：感染症の潜在的なリスクへの対処として、サーベイランスと検疫などの適応策の検討が必要

分野別適応策の検討結果
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環境省支援事業（地方公共団体における気候変動
影響評価・適応計画策定等支援事業）

平成27～28年度

・全国11団体（仙台市、福島県、埼玉県、神奈川県、

川崎市、三重県、滋賀県、兵庫県、愛媛県、熊本県、

長崎県）を対象として

気候変動影響等を踏まえた各種検討などを支援

・最新知見や関連情報の提供などの支援を受けながら、

国の適応計画（気候変動の影響への適応計画：H27.11月）

の基本的な施策をもとに、関係所属と検討

・１９５件の適応策（案）を整理（採用１３０件、

保留１７件、不採用４８件に分類）
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 長崎県地球温暖化対策
実行計画

【影響と適応策】

関係所属が認識している
気候変動、既存適応策、

モニタリング

国の適応計画

適応策（案）195件
検討たたき台作成

適応策（案）130件
保留　17件

（担当所属に今後確認）
適応策（案）としては
盛り込まない　48件

既存計画からの
適応策の抽出

適応策（案）
検討たたき台作成

適応策

H26年度

関係所属において

確認、加筆、修正等

関係所属において

確認、加筆、修正等

H27年度

H28年度以降

※他計画の改定などが

行われた場合は、その中

で示されている適応策の

抽出を行う必要がある。

平成27年度 地方公共団体における気候変動
影響評価・適応計画策定等支援事業（長崎県）
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長崎県における適応策の検討整理表（抜粋）
適応策（案）一覧

適応策№ H27検討 H28検討 H29修正

第１章 農業、森林・林業、水産業
 61 57 56

1-1 農業 43 44 43

《農業生産総論》
○適応策の普及指導、適応技術の導入実証等、情報発信 1 ○ ○ ○

《水稲》
○高温対策 2 ○ ○ ○
○病害虫対策 3 ○ ○ ○

1-3 水産業 7 7 7
《海面漁業》

○マグロ等の高度回遊性魚類への対応 70 ○ ○ ○
○気候変動に適応した放流手法の改良 71 × - -

《海面養殖業》
第４章 自然災害・沿岸域
 49 24 24

4-2 高潮・高波等 14 6 6
《港湾》

○適応策の基本的な考え方 145 ○ × ×
○港湾に関する共通事項（モニタリング、影響評価、情報提供等） 146 ○ ○ ○

第５章 健康
 2 2 2
5-1 暑熱 1 1 1

○広報、周知・啓発 170 ○ ○ ○
5-2 感染症 1 1 1

○観測、動向把握、注意喚起、駆除 171 ○ ○ ○
第６章 産業・経済活動
 0 1 1

6-1 産業・経済活動 0 0 0
○物流における適応策 174 △ × ×

6-3 観光業 0 1 1
○旅行者の安全確保対策
○観光業への影響に対する適応策

第７章 国民生活・都市生活 3 4 4
7-1 インフラ、ライフライン等 3 1 1

○水道インフラにおける適応策 184 ○ ○ ○
○廃棄物処理施設における適応策 185 △ × ×

7-3 その他（暑熱による生活への影響） 0 3 3
○ライフスタイルの改善等 193 △ ○ ○
○人の健康への影響等を軽減する適応策の推進 195 △ × ×

盛り込むもの「○」 130 103 102
保留「△」 17 0 0

盛り込まないもの「×」 48 47 48
合計 195 150 150

○

適応策（案）

176 △ ○
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長崎県における適応策の検討結果

国の適応策を含めた総件数（H27） 195

130 147

17 102

48 48

※本県の中長期計画から抽出した施策を
反映

※本県の適応策として適さない施策（以下に例示）
　・りんご、てん菜など、本県の主要農産物に対する
　　ものでない施策
　・将来予測に関する研究のように、本県独自で
　　取り組むことが難しい施策　　　　　　　　　　　　　など

※精査した結果、
　内容が重複しているもの、本県の実情等
に適さないもの、集約したほうがよいもの
等を整理。

適応策（案）として検討

保留

適応策（案）として盛り込まない

適応策として位置付ける

適応策として位置付けない

検討施策総件数（H28）

※国の適応策の「産業・経済活動」、
「国民生活・都市生活」に関する施策

※細分化された3件（野菜、施設野菜、
花きに関するもの）を含む
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長崎県地球温暖化（気候変動）適応策

平成29年度（平成29年11月）
・平成28年度までに検討及び整理した適応策
を取りまとめ公表

「長崎県地球温暖化（気候変動）適応策」 ・

・７分野※ １０２施策
※「農業、森林・林業、水産業」「水環境・水資源」「自然生態系」

「自然災害・沿岸域」「健康」「産業・経済活動」「国民生活・都市生活」

・中長期的な視点に基づき、各部局の中長期計画

から抽出したものであり、県実行計画における

適応策の具体的な取組みとして位置付け
23



③地域計画策定に当たっての体制、他部局との

連携・調整

平成25年度～ 環境部（未来環境推進課、環境政策課）

３名体制（担当課長、担当班長、担当者）

平成26年度～ 庁内検討会議の開催

・関係部局（環境、福祉保健、水産、農林、土木）を

対象に適応策への理解を深めることからスタート

・有識者や環境省（九州地方環境事務所）から適応策の

必要性、国の動向等について説明いただいた

・中長期計画に基づく適応策の検討など、協力依頼

平成28年度 関係部局を追加（危機管理、総務、文化観光、
県民生活、産業労働）

平成29年度～ ２１長崎県環境づくり推進本部（幹事会） 24



④策定に当たって苦労した点（対応策）

① 地域の実情に応じた（ローカルな）指標の設定

（S-8研究成果の活用、業務委託など）

② 関係部局からの理解、協力確保

（庁内検討会議の開催、各部局の中長期計画

との関連付け、関係情報の適宜提供など）

③ 関連情報、特に基幹産業である水産業に関する

知見や関連情報の収集

（海洋水産・回遊魚に関する気候変動に関する

影響評価や適応策の情報が十分でなかったことから、

長崎大学、西海区水産研究所への相談等）
25



⑤今後の予定・課題（その１）

◆県実行計画（2020年度が終期）の見直し検討

において、緩和策だけでなく適応策の見直し

（廃止・拡充・追加）を予定。

→ 最新の将来影響予測を踏まえた検討（※）の

ほか、より効果的な進捗管理手法の検討が必要。

※回遊魚に関する気候変動の影響（水産分野の
適応策の充実化）

※可能であれば影響額を算出し、適応策による
効果の数値化、各産業へのプラス・マイナス
面の整理など

26



⑤今後の予定・課題（その２）

◆併せて、以下の取組の検討、次期実行計画

への反映が必要

○市町による適応策の取組推進に向けた支援

○県民・事業者等への周知啓発

・理解促進

・関連施策への協力、自らの取組推進など

・気候リスクマネジメント

・適応ビジネスの展開 など
27



ご清聴ありがとうございました。28
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